
令和６年 

告示第８５号 

 

北秋田市林業インターンシップ補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、継続した森林整備を実施するにあたり、林業や木材産業（以下「林

業等」という。）に従事する者の高齢化や、人口の減少により担い手不足が懸念されて

いる中で、事業継続に必要な担い手を確保することを目的に、林業等へ興味・関心の

ある人材に対する就業体験制度利用に係る費用を補助することに関し必要な事項を

定めるものとする。 

 

（補助対象者） 

第２条 補助金の対象者は、林業等に興味・関心を有する者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助の対

象しない。 

（１）過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた者 

（２）他の補助金等を利用し、次条に基づく同一の対象経費の交付を受ける者 

 

（補助期間及び補助対象経費） 

第３条 インターンシップの期間は、３日以上５日以内とし、補助金の対象は、インタ

ーンシップに要する交通費、市内での宿泊費、傷害保険料とする。 

 

（補助金額） 

第４条 補助金は予算の範囲内で交付するものとし、北秋田市職員等の旅費に関する条

例（平成 17 年北秋田市条例第 40 号）に定める額を超えない金額とする。また傷害保

険料は実額を補助する。 

 

（補助金の申請） 

第５条 補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、次に掲げる



書類により提出しなければならない。 

（１）補助金交付申請書（様式第１号） 

（２）交通費、宿泊費、傷害保険料が明記された見積り書類の写し 

（３）その他市長が必要と認める書類 

２ 前項に規定する申請は、インターンシップ利用開始予定日の 10 日前（申請日が週休

日となる場合は、その週休日の前日まで）までに行わなければならない。 

 

（補助金の交付決定等） 

第６条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、補助

金の交付が適正と認めたときは、補助金交付決定通知書（様式第２号）、補助金を交付

しないことと決定したときは補助金不交付決定通知書（様式第３号）により申請者に

通知するものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第７条 申請者は、前条の規定による交付の決定通知を受けた場合において、当該通知

に係る補助金の交付の決定の内容またはこれに付された条件に不服があるときは、市

長が定める日までに補助金交付取下げ届（様式第４号）により、申請の取下げをする

ことができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の決定はな

かったものとみなす。 

 

（交付決定の取消し等） 

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の

全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）虚偽の申請その他不正の行為によって補助金の交付を受けたと認められると

き。 

 （２）この要綱に定める規定に違反したとき。 

２ 前項の規定による補助金の交付決定の取消しは、補助金交付決定取消通知書（様式

第５号）により、補助金交付決定者に通知するものとする。 

 



（実績報告） 

第９条 補助金交付決定通知を受けた者（以下「補助金交付決定者」という。）は、イン

ターンシップ終了後、速やかに実績報告書（様式第６号）に掲げる書類を添えて市長

に報告しなければならない。 

（１）交通費、宿泊費、傷害保険料に係る支払を証明する書類の写し 

（２）研修を受けたことを証明する書類 

（３）その他市長が必要と認める書類 

 

（補助金の額の確定等） 

第 10 条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、補助金の実績について検査を

行い、その結果が補助金交付決定の内容に適合すると認められるときは、補助金の額

を確定し、当該補助事業者に補助金交付額確定通知書（様式第７号）を交付しなけれ

ばならない。 

２ 市長は、補助金確定額を第５条の規定により交付決定した補助金の額から変更する

場合、補助金交付決定額変更兼確定通知書（様式第８号）により、補助金交付決定者

に通知するものとする。 

 

（補助金の交付） 

第 11 条 申請者は、前条の規定による補助金交付額の確定通知を受けたときは、市の指

定する請求書（様式第９号）により補助金を請求できるものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の請求があったときは、補助金交付決定者に対し

て補助金を交付するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第 12 条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場

合において、当該補助金が既に交付されているときは、期限を定めて返還を命ずる

ものとする。 

 

（補則） 

第 13 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 



 

 附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第５条関係） 

年  月  日 

 

北秋田市長       様 

 

                   住 所 

                   所 属 

氏 名             ㊞ 

 

 年度において、次のとおり補助金を交付されるよう北秋田市林業インターンシ

ップ補助金交付要綱第５条第１項の規定に基づき申請します。 

 

１ 補 助 金 の 名 称  北秋田市林業インターンシップ補助金 

２ 補助金の申請額  ￥      ．－ 

３ 補 助 金 の 目 的   

  及 び 内 容 

４ 補助事業の実施期間     年  月  日 ～     年  月  日 

５ 添 付 書 類  交通費、宿泊費、傷害保険料が明記された見積り書類（写） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第６条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

       様 

 

北秋田市長           印 

 

    年  月  日付けで申請があった補助金については、次のとおり交付する

ことに決定したので、北秋田市林業インターンシップ補助金交付要綱第６条に基づき通

知します。 

 

１ 補 助 金 の 名 称  北秋田市林業インターンシップ補助金 

２ 補助金の決定額  ￥      ．－ 

３ 補 助 金 の 目 的 

４ 交 付 条 件 

 １ 補助金は交付の目的以外に使用しないこと。 

 ２ 事業が完了したときは、速やかに実績報告書を提出すること。 

 ３ この交付決定通知書の内容に不服があるときは、10 日以内に文書により申請の取

下げをすることができる。 

 ４ その他市長の指示に従うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第６条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

       様 

 

北秋田市長           印 

 

    年  月  日付けで申請があった補助金については、次のとおり交付しな

いことに決定したので、北秋田市林業インターンシップ補助金交付要綱第６条に基づき

通知します。 

 

１ 補 助 金 の 名 称  北秋田市林業インターンシップ補助金 

２ 交付しないこととした理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第７条関係） 

年  月  日 

 

北秋田市長       様 

 

                   住 所 

                   所 属 

氏 名             ㊞ 

 

 年度において、次のとおり補助金の交付について取り下げますので、北秋田市

林業インターンシップ補助金交付要綱第７条第１項の規定に基づき届け出します。 

 

１ 補 助 金 の 名 称  北秋田市林業インターンシップ補助金 

２ 補助金の申請額  ￥      ．－ 

  又 は 決 定 額 

３ 取 下 げ の 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第８条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

       様 

 

北秋田市長           印 

 

    年  月  日付け指令北秋農   号で交付の決定した補助金について、

下記のとおり取消ししたので、北秋田市林業インターンシップ補助金交付要綱第８条第

２項の規定に基づき通知します。 

 

１ 取 消 し す る 事 項   

２ 取 消 し の 理 由 

３ 既 交 付 決 定 額  ￥      ．－ 

４ 取消し後の交付決定額  ￥      ．－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第９条関係） 

年  月  日 

 

北秋田市長       様 

 

                   住 所 

                   所 属 

氏 名             ㊞ 

 

補助事業が終了したので、その実績を次のとおり報告します。 

 

１ 補 助 金 の 名 称  北秋田市林業インターンシップ補助金 

２ 補助事業の種類 

３ 補助金の決定額  ￥      ．－ 

４ 補助金の実績額  ￥      ．－ 

５ 差 引 増 減 額  ￥      ．－ 

６ 交付決定年月日      年  月  日 

７ 交付決定通知書指令番号  指令   号 

８ 補助事業終了日      年  月  日 

９ 添 付 資 料  交通費、宿泊費、傷害保険料に係る支払を証明する書類（写） 

           研修を受けたことを証明する書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７号（第 10 条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

       様 

 

北秋田市長           印 

 

    年   月  日付け指令   号で交付決定した補助金については、    

年  月  日付けの実績報告に基づき次のとおり交付額を確定したので、北秋田市林

業インターンシップ補助金交付要綱第 10 条第１項の規定に基づき通知します。 

 

１ 補 助 金 の 名 称  北秋田市林業インターンシップ補助金 

２ 補助金の確定額  ￥      ．－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第８号（第 10 条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

       様 

 

北秋田市長           印 

 

    年   月  日付け指令   号で交付決定した補助金については、    

年  月  日付けの実績報告に基づき次のとおり交付額を変更し、あわせて交付額を

確定したので、北秋田市林業インターンシップ補助金交付要綱第 10 条第２項の規定に

基づき通知します。 

 

１ 補 助 金 の 名 称  北秋田市林業インターンシップ補助金 

２ 補助金の変更額  ￥      ．－ 

３ 補助金の確定額  ￥      ．－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第９号（第 11 条関係） 

年  月  日

北秋田市⾧      様

（   部   課）

住 所

債権者 所 属 ㊞

氏 名

次のとおり請求します

経費の内訳

 

摘 要

請求書（精算払・前払金）

請求金額  ￥       ．－

契 約 （ 指 令 ） 金 額

前 回 受 領 金 額

今 回 請 求 金 額

今 後 請 求 予 定 金 額

（    年  月  日付け指令   号による補助金等）

支払方法 口座振替払・隔地払・その他（    ）

当

普

別

隔地払の場所 銀行  支店 

内

容

口 座 振 込 払 の 振 込

銀 行 及 び 口 座 番 号

銀行  支店 

 

 


